
Title フランスの育児親休暇の権利性
Sub Title
Author 神尾, 真知子(Kamino, Machiko)

Publisher 慶應義塾大学法学部
Publication year 2008

Jtitle 慶應の法律学 公法II : 慶應義塾創立一五〇年記念法学部論文集 (2008. ) ,p.89- 112 
JaLC DOI
Abstract
Notes
Genre Book
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=BA88452463-00000002-0

089

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


フ
ラ
ン
ス
の
育
児
親
休
暇
の
権
利
性

神

尾

真

知

子



は
じ
め
に

フ
ラ
ン
ス
の
育
児
親
休
暇
制
度
の
概
要

フ
ラ
ン
ス
の
育
児
親
休
暇
の
権
利
性

四

お
わ
り
に



は
じ
め
に

フランスの育児親休暇の権利性（神尾真知子）

二
O
O
八
年
七
月
一
日
、
厚
生
労
働
省
か
ら
「
今
後
の
仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
」
が
公
表
さ
れ
た
。

報
告
書
は
、
仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
を
容
易
に
す
る
た
め
の
方
策
等
を
検
討
し
、
育
児
・
介
護
休
業
法
に
定
め
る
育
児
休
業
制
度

の
改
正
の
方
向
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
現
在
は
事
業
主
の
措
置
の
一
つ
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
短
時
間
勤

務
と
所
定
外
労
働
の
免
除
を
、
三
歳
に
達
す
る
ま
で
の
子
ど
も
を
養
育
す
る
労
働
者
に
関
し
て
は
原
則
ど
の
企
業
に
お
い
て
も
労
働

者
が
選
択
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
場
合
の
労
働
者
の
権
利
の
性
格
を
ど
の
よ
う
な
も
の
に
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
一
二
つ
の
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。
第
一
に
、

労
働
者
が
事
業
主
に
「
請
求
」
と
い
う
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
主
の
労
務
提
供
請
求
権
及
び
労
働
者
の
労
務
提
供
義

務
を
消
滅
さ
せ
る
法
的
効
果
（
民
事
効
）
を
生
じ
さ
せ
る
権
利
（
形
成
権
）
と
す
る
。
第
二
に
、
労
働
者
が
法
律
に
基
づ
き
事
業
主

に
対
し
「
請
求
で
き
る
権
利
」
で
は
あ
る
が
、
事
業
主
の
承
諾
が
な
け
れ
ば
、
事
業
主
の
労
務
提
供
請
求
権
及
び
労
働
者
の
労
務
提

供
義
務
は
消
滅
し
な
い
権
利
と
す
る
。
第
三
に
、
事
業
主
の
単
独
で
の
措
置
義
務
と
し
（
現
在
は
選
択
的
措
置
義
務
）
、
就
業
規
則
等

で
措
置
を
事
業
所
内
制
度
と
し
て
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
権
利
を
発
生
さ
せ
る
。
な
お
、
使
用
者
が
措
置
に
関
す
る
規

定
を
就
業
規
則
等
に
設
け
な
い
時
は
、
労
働
者
は
権
利
と
し
て
請
求
で
き
な
い
。

こ
の
検
討
に
お
い
て
は
、
労
働
者
に
と
っ
て
の
柔
軟
な
働
き
方
の
権
利
確
保
と
事
業
主
に
と
っ
て
の
負
担
と
の
兼
ね
合
い
を
考
え

る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
「
事
業
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
場
合
」
等
、
事
業
主
が
労
働
者
の
請
求
を
拒
否
で
き
る
場
合

を
認
め
る
べ
き
か
ど
う
か
等
の
検
討
を
深
め
る
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。

日
本
で
は
一
九
九
二
年
に
育
児
休
業
法
が
施
行
さ
れ
て
以
降
、
育
児
休
業
に
か
か
わ
る
裁
判
例
は
、
育
休
の
た
め
の
勤
務
時
間
短

縮
等
を
欠
勤
扱
い
と
し
て
賞
与
を
不
支
給
と
し
た
高
官
学
園
（
東
朋
学
園
）
事
件
（
最
高
裁
第
一
小
判
平
成
一
五
年
二
一
月
四
日
）
及
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び
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
者
に
対
す
る
育
児
・
介
護
休
業
法
の
適
用
が
問
題
と
な
っ
た
日
欧
産
業
協
力
セ
ン
タ
ー
事
件
（
東
京
高

判
平
成
一
七
年
一
月
二
六
日
）
が
、
こ
れ
ま
で
法
律
雑
誌
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
日
本
で
の
育
児
休
業
に

関
す
る
判
例
の
集
積
は
十
分
で
は
な
く
、
育
児
休
業
の
権
利
性
（
民
事
効
）
は
十
分
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

本
稿
で
は
、
短
時
間
勤
務
が
法
制
度
化
さ
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
育
児
親
休
暇
（

g
ロな日
U
R
B
E
－o円
E
C
g
gロ
）
に
関
す

フ
ラ
ン
ス
で
の
育
児
親
休
暇
の
権
利
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
の
育
児
親

92 

慶醸の法律学

る
判
例
を
分
析
し
、

休
暇
制
度
の
概
要
を
、
日
本
法
と
比
較
し
な
が
ら
述
べ
、
育
児
親
休
暇
の
権
利
性
、
育
児
親
休
暇
の
終
了
と
職
場
復
帰
に
関
す
る
判

例
を
検
討
し
、
考
察
す
る
。

2 1 

労
働
判
例
八
六
二
号
一
四
頁
。
差
戻
審
は
、
東
京
高
判
平
成
一
八
年
四
月
一
九
日
労
働
判
例
九
一
七
号
四
O
頁。

労
働
判
例
八
九
O
号
一
八
頁
。

神
尾
真
知
子
「
フ
ラ
ン
ス
の
子
育
て
支
援
｜
家
族
政
策
と
選
択
の
自
由
」
海
外
社
会
保
障
研
究
一
六
O
号
コ
一
三
頁
1
七
二
頁
（
二

O
O
七
年
）

で
は
、
日
本
法
に
な
ら
い
、
育
児
親
休
暇
や
出
産
休
暇
の
よ
う
に
長
期
の
休
暇
を
「
休
業
」
と
訳
し
た
が
、
同
じ
め

gmoと
い
う
一
言
葉
を
使
っ
て
い

る
場
合
は
、
「
休
暇
」
と
訳
し
た
方
が
正
確
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
「
休
暇
」
と
訳
す
。

3 

フ
ラ
ン
ス
の
育
児
親
休
暇
制
度
の
概
要

労
働
法
典
に
お
け
る
育
児
親
休
暇
の
位
置
づ
け

育
児
親
休
暇
は
、
従
来
は
、
労
働
法
典
の
「
第
V
節
母
性
保
護
と
子
ど
も
の
養
育
」
の

L
二
二
了
二
八
ー
一
か
ら

L
コ
コ
ア

二
八
ー
七
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
第
V
節
は
労
働
法
典
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。



労
働
に
関
す
る
約
定
」

「第
E
部
労
働
契
約
」

「第
H
章
労
働
契
約
に
固
有
の
規
制
」

「第
V
節
母
性
保
護
と
子
ど
も
の
養
育
」

第
V
節
に
は
、
育
児
親
休
暇
の
ほ
か
に
、
出
産
休
暇
、
養
子
休
暇
、

れ
て
い
る
。

「第
I
巻

父
親
休
暇
、
病
児
看
護
休
暇
、
親
つ
き
そ
い
休
暇
が
規
定
さ

現
在
は
、
二

O
O
八
年
五
月
一
日
に
労
働
法
典
が
全
面
再
編
成
さ
れ
、
「
第
一
項

一
二
二
五
四
七
か
ら
L
一
二
二
五
ー
六
O
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
第
一
項
は
、
労
働
法
典
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

育
児
休
暇
と
パ

l
ト
労
働
へ
の
転
換
」
の
L

い
る
。

フランスの育児親休暇の権利性（神尾真知子）

「第
I
編

社
会
的
対
話
」

「第
I
巻

個
別
的
労
働
関
係
」

労
働
契
約
の
形
成
と
変
更
」

「第
V
章
母
性
、
父
性
、
養
子
、
子
ど
も
の
育
児
」

「
第
四
節
子
ど
も
の
育
児
」

「
第
一
項
子
ど
も
の
育
児
休
暇
と
パ

l
ト
労
働
へ
の
転
換
」

従
来
は
、
特
に
章
立
て
を
せ
ず
に
規
定
し
て
い
た
の
が
、
新
労
働
法
典
の
第
V
章
で
は
、
「
第
一
節

二
節
父
親
休
暇
」
、
「
第
三
節
養
子
休
暇
」
、
「
第
四
節
子
ど
も
の
育
児
」
と
い
う
よ
う
に
項
目
を
立
て
て
、
ど
こ
に
何
が
規
定

さ
れ
て
い
る
の
か
わ
か
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
四
節
も
、
「
第
二
項

よ
う
に
、
病
児
休
暇
や
親
つ
き
そ
い
休
暇
に
つ
い
て
も
項
目
を
立
て
て
い
る
。

「第
H
部

出
産
・
母
性
保
護
」
、
「
第

病
児
休
暇
及
び
親
つ
き
そ
い
休
暇
」
と
い
う

93 



慶醸の法律学公法E

本
稿
で
取
り
上
げ
る
判
決
は
、
二

O
O
八
年
五
月
一
日
以
前
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
旧
労
働
法
典
下
の
育
児
親
休
暇
関
連
条
文
に

基
づ
い
て
、
概
要
を
述
べ
る
。

94 

2 

育
児
親
休
暇
制
度
の
概
要

権
利
の
あ
る
労
働
者
、
開
始
時
期
、
延
長
と
終
了
期
限
、
タ
イ
プ
、
手
続
き
、
タ
イ
プ
の
変
更
（
L
三
コ
了
二
八
l

一）

川
権
利
の
あ
る
労
働
者

育
児
親
休
暇
を
取
得
す
る
権
利
を
有
す
る
の
は
、
子
ど
も
の
誕
生
の
時
又
は
義
務
教
育
終
了
前
の
養
子
の
家
庭
へ
の
引
き
取
り
の

時
も
し
く
は
養
子
の
た
め
の
委
託
の
時
に
、

一
年
間
以
上
の
勤
続
年
数
（
5
0
8
3
B
a）
を
有
す
る
す
べ
て
の
労
働
者
（
S
E

田
舎
忌
）
で
あ
る
。

実
親
又
は
養
親
が
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
、
父
親
と
母
親
が
同
時
に
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
初
の
育
児
親
休
暇
を
定
め
る

一
九
七
七
年
七
月
一
二
日
法
は
、
父
母
同
時
の
取
得
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
が
、
一
九
八
四
年
一
月
四
日
法
に
よ
り
、
父
母
の
同
時

取
得
が
可
能
に
な
っ
た
。
日
本
で
は
、
労
使
協
定
で
「
配
偶
者
が
常
態
と
し
て
育
児
休
業
に
か
か
る
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
認
め
ら
れ
る
労
働
者
」
を
育
児
休
業
の
適
用
除
外
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
父
母
同
時
に
育
児
休
業
を
取

得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
勤
続
年
数
が
、
育
児
親
休
暇
の
取
得
要
件
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
で
は
、
期
間
の
定
め
の
な

い
労
働
契
約
で
あ
る
こ
と
が
取
得
要
件
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
と
異
な
ら
な
い
有
期
雇
用
者
や
二
疋

の
要
件
（
そ
の
要
件
は
厳
し
い
）
を
満
た
す
有
期
雇
用
者
は
取
得
で
き
る
。
な
お
、
労
使
協
定
を
結
べ
ば
、
「
雇
用
さ
れ
て
か
ら
一
年

ま
た
、

未
満
の
者
」
を
適
用
除
外
に
で
き
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
の
労
働
者
も
、
育
児
親
休
暇
を
取
得
で
き
る
。
全
日
休
暇
型
の
育
児
親
休
暇
期



フランスの育児親休暇の権利性（神尾真知子）

間
中
は
労
働
契
約
が
停
止
（
E
2
4
0
5
8
含

8
塁
塁
内
庁

g〈
色
）
す
る
。

L
一
一
一
一
ア
二
五
は
、
妊
娠
し
て
い
る
時
及
び
出
産
休
暇
中

で
労
働
契
約
が
停
止
し
て
い
る
時
は
、
使
用
者
は
労
働
契
約
を
解
約
で
き
な
い
と
規
定
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
期
間
の
定
め
の
あ
る

労
働
契
約
の
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
育
児
親
休
暇
に
関
す
る
規
定
に
は
そ
の
よ
う
な
明
文
の
規
定
は

な
い
が
、
労
働
契
約
の
期
間
の
定
め
は
、
育
児
親
休
暇
中
の
労
働
契
約
の
停
止
の
妨
げ
と
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の

期
間
ま
で
は
労
働
契
約
は
維
持
さ
れ
る
が
、
期
間
を
超
え
て
は
維
持
さ
れ
な
い
。

ω
開
始
時
期

開
始
日
は
、
労
働
法
典
又
は
労
働
協
約
・
協
定
に
定
め
ら
れ
た
出
産
休
暇
又
は
養
子
休
暇
に
続
く
期
間
に
労
働
者
が
選
択
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
ど
ん
な
に
早
く
て
も
フ
ラ
ン
ス
で
は
育
児
親
休
暇
の
開
始
日
は
、
出
産
休
暇
の
終
了
後
で
あ
る
の
で
、
日
本
の
よ
う

に
配
偶
者
や
パ
ー
ト
ナ
ー
の
産
後
休
業
期
間
中
に
、
男
性
労
働
者
が
育
児
親
休
暇
を
取
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

附
延
長
と
終
了
期
限

育
児
親
休
暇
又
は
パ

l
ト
就
労
は
、
最
初
は
最
長
一
年
間
で
あ
り
、
二
回
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
子
ど
も
の
三
歳
の
誕
生
日

で
終
了
す
る
。
三
歳
未
満
の
養
子
の
場
合
は
、
子
ど
も
の
引
き
取
り
の
日
か
ら
三
年
間
で
終
了
す
る
。
三
歳
以
上
で
義
務
教
育
終
了

前
の
養
子
の
場
合
は
、
家
庭
へ
の
引
き
取
り
か
ら
最
長
一
年
間
で
あ
る
。
な
お
、
重
大
な
疾
病
・
事
故
・
障
碍
の
子
ど
も
の
場
合
は
、

上
記
制
限
日
よ
り
も
一
年
間
遅
く
終
了
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
養
子
の
際
の
子
ど
も
の
年
齢
や
子
ど
も
の
健
康
状
態

に
応
じ
て
、
終
了
時
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

凶

タ

イ

プ

育
児
親
休
暇
の
タ
イ
プ
と
し
て
、
そ
の
期
間
労
働
契
約
を
停
止
す
る
「
全
日
休
暇
型
」
と
週
一
六
時
間
を
下
回
る
こ
と
な
く
当
該

事
業
所
に
適
用
さ
れ
る
労
働
時
間
の
少
な
く
と
も
五
分
の
一
ま
で
労
働
時
間
を
短
縮
す
る
「
パ

l
ト
就
労
型
」
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス

で
は
、
法
律
に
お
い
て
パ

l
ト
就
労
型
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

9う
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同
手
続
き
、
タ
イ
プ
の
変
更

育
児
親
休
暇
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
労
働
者
は
、
出
産
休
暇
又
は
養
子
休
暇
に
続
け
て
取
る
場
合
は
、
受
取
証
っ
き
書
留
郵
便
で
、

出
産
休
暇
又
は
養
子
休
暇
の
終
了
一
か
月
前
ま
で
に
、
希
望
す
る
開
始
日
と
期
間
を
使
用
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

96 

慶醸の法律学

他
の
場
合
（
た
と
え
ば
、
出
産
休
暇
終
了
後
一
年
経
っ
て
育
児
親
休
暇
を
取
得
す
る
場
合
）
は
、
育
児
親
休
暇
又
は
パ

l
ト
就
労
期
間
の

開
始
前
二
か
月
前
ま
で
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

育
児
親
休
暇
又
は
パ

l
ト
就
労
の
延
長
を
希
望
す
る
場
合
は
、
定
め
ら
れ
た
最
初
の
期
間
の
一
か
月
前
ま
で
に
使
用
者
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
’
そ
の
際
に
育
児
親
休
暇
タ
イ
プ
の
変
更
を
希
望
す
る
場
合
は
、
育
児
親
休
暇
か
ら
パ

1
ト
就
労
、
又
は
そ
の

逆
へ
の
変
更
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
延
長
の
際
に
タ
イ
プ
の
変
更
を
認
め
て
い
る
。

育
児
親
休
暇
又
は
パ

l
ト
就
労
の
終
了
の
繰
り
上
げ
に
よ
る
職
場
復
帰
（
L
三
三
了
二
八
ー
二
）

子
ど
も
の
死
亡
又
は
世
帯
の
収
入
の
重
大
な
減
少
の
場
合
に
、
育
児
親
休
暇
中
の
労
働
者
は
、
当
初
の
労
働
契
約
で
定
め
ら
れ
た

時
間
の
砕
内
で
、
当
初
の
就
労
（
8
ロ
包
玄
芯

E
E
－o）
に
復
帰
す
る
か
、
又
は
パ

l
ト
就
労
を
行
う
権
利
を
有
す
る
。
子
育
て
の
た

め
に
パ

l
ト
就
労
し
て
い
る
労
働
者
は
、
原
職
に
復
帰
す
る
権
利
を
有
し
、
使
用
者
の
合
意
が
あ
れ
ば
、
労
働
時
間
を
変
更
で
き
る
。

こ
の
場
合
、
労
働
者
は
、
職
場
復
帰
し
よ
う
と
す
る
日
の
一
か
月
前
ま
で
に
、
受
取
証
っ
き
書
留
郵
便
で
使
用
者
に
理
由
を
示
し
て

（二）
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
述
の
理
由
以
外
で
の
育
児
親
休
暇
又
は
パ

l
ト
就
労
の
終
了
予
定
日
の
繰
り
上
げ
を
フ
ラ
ン
ス
労
働
法
典
は
規
定
し
て
い
な
い
。

さ
ら
に
、
開
始
予
定
日
の
繰
り
上
げ
も
規
定
し
て
い
な
い
。
日
本
の
場
合
は
、
育
児
休
業
の
開
始
予
定
日
の
繰
り
上
げ
（
一
定
の
理

由
が
必
要
）
及
び
終
了
予
定
日
の
繰
り
下
げ
（
理
由
を
問
わ
な
い
）
を
規
定
し
て
い
る
。
日
本
で
は
、
男
性
労
働
者
は
配
偶
者
又
は
パ

ー
ト
ナ
ー
の
出
産
当
日
か
ら
の
育
児
休
業
の
取
得
が
可
能
な
の
で
、
出
産
予
定
日
よ
り
も
早
く
出
産
し
た
場
合
に
開
始
日
の
繰
り
上

げ
の
必
要
性
が
発
生
す
る
が
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
男
女
い
ず
れ
も
出
産
休
暇
終
了
後
に
育
児
親
休
暇
を
取
得
す
る
の
で
、
開
始
日
の
繰



り
上
げ
の
必
要
性
は
発
生
し
な
い
。
ま
た
、
日
本
で
は
育
児
休
業
の
開
始
日
の
前
日
ま
で
理
由
を
問
わ
ず
育
児
休
業
の
撤
回
を
規
定

し
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
認
め
る
規
定
は
な
く
、
二
つ
の
例
外
的
理
由
以
外
は
予
定
さ
れ
て
い
る
育
児
親

フランスの育児親休暇の権利性（神尾真知子）

休
暇
を
全
日
取
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
。

臼
職
場
復
帰
（
L
一
一
一
一
一
ー
二
八
ー
三
）

育
児
親
休
暇
又
は
パ
！
ト
就
労
期
間
の
終
了
時
、
又
は
L
一
二
二
二
八
ー
二
に
定
め
る
当
初
の
就
労
復
帰
の
要
求
に
続
く
月
に
お

い
て
、
労
働
者
は
原
職
（
3
8号
E
3
1。
品
）
又
は
同
等
（
O
A
C
E

－8
5）
の
報
酬
を
伴
、
っ
同
種
（
a
E
E
B）
の
職
に
復
帰
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
「
労
働
者
は
原
職
又
は
相
当
職
へ
職
場
復
帰
す
る
」
と
い
う
規
定
が
労
働
法
典
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
で

は
、
育
児
休
業
後
の
就
業
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
配
置
等
に
関
し
て
必
要
な
措
置
を
取
る
こ
と
を
、
事
業
主
の
努
力
義
務
と
し

て
規
定
し
て
い
る
。

四

育
児
親
休
暇
中
の
就
業
（
L
一
二
二
二
八
五
）

育
児
親
休
暇
中
又
は
パ

l
ト
就
労
中
は
、
保
育
マ
マ
（
2
2
Sロ
g
B号
B
o
－－o）
以
外
の
職
業
活
動
は
で
き
な
い
。
日
本
に
は
こ
の

よ
う
な
規
定
は
な
い
。

回

育
児
親
休
暇
と
勤
続
年
数
（
L
一
二
二
二
八
i
六）

育
児
親
休
暇
期
間
は
、
勤
続
年
数
に
関
連
す
る
特
典
（
望
B
E
m
a
－FOE
－－8
2
0
5
3）
の
決
定
に
お
い
て
、
そ
の
半
分
が
計
算
に

入
れ
ら
れ
る
。
育
児
親
休
暇
前
に
取
得
し
て
い
た
全
て
の
特
典
の
享
受
を
維
持
す
る
（
こ
の
部
分
が
新
労
働
法
典
で
は
削
除
さ
れ
て
い

る
）
。
労
働
法
典
に
お
い
て
、
家
族
の
で
き
ご
と
休
暇
・
若
者
の
教
育
訓
練
休
暇
な
ど
の
一
定
の
休
暇
、
従
業
員
代
表
選
挙
の
有
権

者
資
格
・
被
選
挙
資
格
、
解
雇
の
際
の
予
告
期
間
な
ど
が
、
二
疋
の
勤
続
年
数
を
要
件
と
し
て
い
る
。

日
本
で
は
、
労
働
基
準
法
二
一
条
の
平
均
賃
金
の
計
算
に
お
い
て
、
育
児
休
業
期
間
は
、
計
算
対
象
期
聞
か
ら
除
外
す
る
こ
と
、

ま
た
同
法
三
九
条
の
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
要
件
の
計
算
に
お
い
て
、
育
児
休
業
期
間
は
出
勤
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
を
規
定
し
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て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
一
般
的
に
勤
続
年
数
と
し
て
育
児
休
業
期
間
を
ど
う
扱
う
か
の
規
定
は
な
い
。

公法E
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職
業
訓
練
の
権
利
（
L
一
二
二
二
八
l
七）
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育
児
親
休
暇
又
は
パ

l
ト
就
労
終
了
後
に
職
場
復
帰
し
た
労
働
者
は
、
特
に
技
術
又
は
労
働
手
順
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
職

業
教
育
活
動
の
権
利
を
享
受
す
る
。
育
児
親
休
暇
又
は
パ

l
ト
就
労
終
了
前
に
こ
の
職
業
教
育
活
動
の
権
利
を
享
受
す
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
そ
の
場
合
は
育
児
親
休
暇
又
は
パ

i
ト
就
労
は
終
了
す
る
。
育
児
親
休
暇
又
は
パ

l
ト
就
労
中
に
、

L
九
O
O
l
二
に
定

め
る
職
業
教
育
活
動
を
任
意
で
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
職
場
復
帰
に
向
け
て
職
業
教
育
に
関
す

る
権
利
が
、
法
的
に
保
障
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
、
育
児
休
業
を
し
て
い
る
労
働
者
の
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
等
に
関
し
て

必
要
な
措
置
を
取
る
こ
と
を
事
業
主
の
努
力
義
務
と
し
て
い
る
。

化川
労
働
法
典
に
反
す
る
約
定
の
効
力
（
L
二
三
了
二
九
）

労
働
法
典
の
育
児
親
休
暇
規
定
に
反
す
る
約
定
は
、
す
べ
て
無
効
で
あ
る
。

ω
解
雇
の
場
合
（
L
コ
コ
ア
三
O
）

育
児
親
休
暇
規
定
違
反
は
、
権
利
者
の
た
め
に
、
解
雇
手
当
（

E
O
B忘
号

r
S
3
5
0昆
）
に
加
え
て
損
害
賠
償
を
付
与
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
解
雇
が
無
効
と
な
っ
た
場
合
、
使
用
者
は
、
無
効
と
な
っ
た
期
間
労
働
者
が
受
け
取
っ
た
で
あ
ろ
う
賃
金

制
裁

額
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

川

刑

事

罰

使
用
者
が
L
ゴ
コ
了
二
八
一
か
ら
L
二
三
了
二
八
四
に
違
反
し
た
場
合
、
第
五
級
の
違
警
罪
（
一
五
O
O
ユ
l
ロ
以
下
の
罰

金
）
に
該
当
す
る
。

日
本
の
場
合
、
育
児
・
介
護
休
業
法
違
反
に
対
す
る
刑
事
罰
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
法
の
実
効
性
確
保
は
、
厚
生
労
働
省
に
よ



る
行
政
指
導
に
よ
っ
て
い
る
。

フランスの育児親休暇の権利性（神尾真知子）

（4
）

ニ

O
O
八
年
一
月
一
一
一
日
法
に
よ
っ
て
労
働
法
典
が
再
編
成
さ
れ
た
背
景
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
労
働
法
典
は
特
に
法
律
家
で
な
い
人
々
に
わ
か

り
に
く
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
重
要
な
条
文
が
法
典
に
挿
入
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
（
円
。
ロ
g
g
g
g号
e
g
g
－－g
E
S
S
E
E
F
F吾
ミ

巧
当
者
－

E
s－－E
B
－－仏包
F
m。
5
・
時
）
。
全
体
的
に
章
立
て
を
細
か
く
し
て
、
ど
こ
に
ど
の
よ
う
な
条
文
が
あ
る
の
か
が
わ
か
り
や
す
く
な
っ
た
し
、
育
児

親
休
暇
に
関
す
る
条
文
を
見
る
と
、
従
来
は
一
つ
の
条
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
項
目
立
て
さ
れ
て
別
々
の
条
に
規
定
さ
れ
、

読
み
や
す
く
理
解
し
や
す
く
な
っ
た
。

（5
）
末
尾
に
資
料
と
し
て
、
二

O
O
八
年
四
月
三

O
日
ま
で
の
育
児
親
休
暇
の
条
文
の
翻
訳
を
掲
載
す
る
。
な
お
、
労
働
法
典
の
再
編
成
に
よ
っ
て
、

育
児
親
休
暇
の
条
文
に
関
し
て
若
干
の
改
定
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
に
大
き
な
変
更
は
な
か
っ
た
。

（6
）
神
尾
真
知
子
「
フ
ラ
ン
ス
の
育
児
親
休
暇
｜
制
定
過
程
を
中
心
に
」
季
刊
労
働
法
一
六
三
号
七
二
頁
1
七
三
頁
（
一
九
九
二
年
）
。

（7
）
』

O
B’
z
g
∞2
2
P
F〉
∞
巴
∞

E
E
C
Z
U巴
n
o
Z
E
4
U
Z
E〈〉
HF

・－
a（
S
5
5
盟
百
三
塁
）
・
な
お
、
労
働
法
典
の
育
児
親
休
暇
と

社
障
保
障
法
典
の
就
業
自
由
選
択
補
足
手
当
（
日
本
の
育
児
休
業
給
付
に
相
当
）
は
、
連
動
し
て
い
な
い
。
一
定
期
間
の
職
場
復
帰
が
、
就
業
自
由

選
択
補
足
手
当
の
受
給
要
件
と
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
で
雇
わ
れ
て
い
て
も
、
ま
た
現
在
働
い
て
い
な
く
て
も
、

一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
就
業
自
由
選
択
補
足
手
当
を
受
給
で
き
る
（
神
尾
・
前
掲
注
一
（
3
）
四
二
頁
1
四
二
一
頁
）
。

（
8
）
男
性
労
働
者
は
、
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
の
産
後
休
暇
中
に
父
親
休
暇
を
取
得
で
き
る
。
父
親
休
暇
は
、
普
通
出
産
で
は
継
続
一
一
日
、
多

胎
出
産
で
は
継
続
一
八
日
で
あ
り
、
そ
の
間
労
働
契
約
は
停
止
す
る
（
旧
L
二
二
了
二
五
四
、
現
L
一
二
二
五
ー
三
五
、

L
一
一
一
一
一
五
三
六
）
。

（

9
）

∞

O
Q〉
円

NOONCEC宮
m
o
g
o
E含
S
5七－
E－
（

Mg斗
）
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権
利
の
性
質

労
働
法
典
L
二
コ
ア
二
八
ー
一
は
、
育
児
親
休
暇
又
は
パ

l
ト
就
労
に
つ
い
て
の
権
利
が
労
働
者
に
あ
る
こ
と

Z
Z
骨
。
乏
を

規
定
し
て
い
る
。
こ
の
権
利
は
形
成
権
で
あ
り
、
使
用
者
は
、
要
件
を
満
た
し
て
い
る
労
働
者
の
育
児
親
休
暇
又
は
パ

l
ト
就
労
に

関
す
る
請
求
に
対
し
て
、
全
て
の
場
合
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
九
四
年
七
月
二
五
日
法
で
削
除
さ
れ
た

L
一
一
一
一
丁

二
八
ー
四
は
、
一

O
O
人
未
満
の
労
働
者
を
雇
用
す
る
企
業
に
お
い
て
、
企
業
委
員
会
、
そ
れ
が
な
い
時
は
従
業
員
代
表
の
意
見
を

聴
い
て
、
育
児
親
休
暇
又
は
半
日
就
労
（
当
時
は
半
日
就
労
し
か
規
定
し
て
い
な
か
っ
た
）
が
企
業
の
生
産
や
良
好
な
経
営
に
有
害
で

あ
る
場
合
に
は
、
使
用
者
は
、
労
働
者
の
請
求
を
拒
否
で
き
る
と
規
定
し
て
い
た
。

L
一
二
二
二
八
l
四
は
、
育
児
親
休
暇
の
権
利

は
形
成
権
で
あ
り
、
使
用
者
は
拒
否
で
き
な
い
と
い
う
原
則
の
例
外
を
、
一
定
規
模
以
下
の
金
業
に
対
し
て
認
め
て
い
た
と
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
育
児
親
休
暇
又
は
パ

l
ト
就
労
の
延
長
あ
る
い
は
タ
イ
プ
の
変
更
の
請
求
に
対
し
て
も
、
使
用
者
は
拒
否

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

手
続
き
の
法
的
性
質

育
児
親
休
暇
に
関
す
る
規
定
に
は
、
取
得
、
延
長
、
タ
イ
プ
の
変
更
、
終
了
予
定
日
の
繰
り
上
げ
に
関
す
る
使
用
者
へ
の
通
知
な

ど
の
手
続
き
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
手
続
き
を
労
働
者
が
遵
守
し
な
か
っ
た
場
合
、
使
用
者
は
そ
れ
を
理
由
に
拒
否
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

A
事
件
で
は
、
労
働
者
が
一
九
九
一
年
一
二
月
二
九
日
に
第
三
子
を
出
産
後
、
一
九
九
二
年
五
月

三
一
日
ま
で
出
産
休
暇
を
取
得
し
た
が
、
出
産
休
暇
の
終
了
後
復
職
し
な
か
っ
た
。
労
働
者
は
、
一
九
九
四
年
一
二
月
一
日
ま
で
引

き
続
き
育
児
親
休
暇
を
取
得
し
た
と
主
張
し
た
。
他
方
、
使
用
者
は
、
労
働
契
約
は
解
約
さ
れ
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
で

2 



労
働
者
を
再
雇
用
し
、
一
九
九
四
年
一
一
一
月
一
四
日
に
労
働
契
約
を
合
意
解
約
し
た
と
主
張
し
た
。
二

O
O
二
年
三
月
一
二
日
破
致

院
社
会
部
判
決
は
、

L
二
二
了
二
八
！
一
に
規
定
す
る
受
取
証
っ
き
書
留
郵
便
に
よ
る
通
知
は
、
労
働
者
が
育
児
親
休
暇
を
享
受
す

る
た
め
の
権
利
の
条
件
で
は
な
く
、
使
用
者
へ
の
通
知
の
証
拠
手
段
に
す
ぎ
な
い
と
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
労
働
者
は
出
産
休
暇

の
終
わ
り
に
仕
事
に
戻
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
だ
け
で
は
、
契
約
を
解
約
し
、

L
二
コ
了
二
八
に
規
定
す
る
子
ど
も
を
育
て
る

た
め
の
休
暇
を
取
得
す
る
明
確
か
つ
暖
昧
で
な
い
意
図
を
意
味
し
な
い
と
解
し
、
反
対
に
、
労
働
者
は
育
児
親
休
暇
を
取
得
す
る
た

め
に

L
一
一
一
一
一
ー
二
八
ー
一
に
規
定
す
る
全
て
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
と
判
断
し
た
控
訴
院
の
判
決
を
認
容
し
た
。

フランスの育児親休暇の権利性（神尾真知子）

こ
の
判
決
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
育
児
親
休
暇
と
い
う
権
利
の
実
質
は
解
雇
の
よ
う
に
形
式
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
解
雇
に
お
い
て
は
、
使
用
者
が
書
留
郵
便
に
よ
る
解
雇
通
知
を
し
な
い
な
ど
形
式
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
は
、
真
実
か

っ
重
大
な
事
由
（

g
g
o
芯
巳
－

O
O
Z
E
0
5
0）
を
欠
く
違
法
な
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
法
に
お
け
る
労
使
の
扱
い
の
非
対

称
性
は
、
指
揮
権
を
有
す
る
使
用
者
と
使
用
者
の
権
限
に
法
的
に
従
属
し
て
い
る
労
働
者
と
い
う
状
況
の
違
い
か
ら
来
て
い
る
。
し

か
し
、
形
式
が
育
児
親
休
暇
の
権
利
取
得
の
実
質
的
要
件
で
は
な
い
と
し
て
も
、
使
用
者
に
対
し
て
、
労
働
者
が
育
児
親
休
暇
の
取

得
意
図
は
知
ら
せ
た
が
、
開
始
日
と
期
間
を
知
ら
せ
て
い
な
い
場
合
は
ど
う
扱
う
べ
き
な
の
か
。
そ
の
場
合
は
、
育
児
親
休
暇
は
認

め
る
が
、
労
働
者
が
使
用
者
に
育
児
親
休
暇
に
関
し
て
法
が
求
め
て
い
る
事
項
を
完
全
に
知
ら
せ
る
ま
で
、
開
始
日
を
延
期
す
る
こ

と
は
で
き
る
と
い
う
考
え
方
が
研
究
者
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、

B
事
件
で
は
、
労
働
者
が
一
九
九
五
年
七
月
一
五
日
ま
で
の
出
産
休
暇
を
取
得
し
、
同
月
一
一
日
に
使
用
者
に
育
児
親
休

暇
を
請
求
し
た
。
し
か
し
、
同
年
七
月
一
五
日
か
ら
八
月
二
二
日
ま
で
は
医
師
に
よ
り
労
働
の
中
断
を
命
じ
ら
れ
た
。
使
用
者
は
、

一
九
九
五
年
九
月
二
五
日
に
労
働
者
の
育
児
親
休
暇
の
請
求
に
異
議
を
唱
え
た
後
に
、
八
月
一
四
日
か
ら
の
正
当
化
さ
れ
な
い
欠
勤

が
あ
っ
た
と
し
、
一
九
九
六
年
二
一
月
一

O
日
に
重
い
非
行
（
F
E
O
鳴
望
。
）
を
理
由
に
労
働
者
を
解
雇
し
た
の
で
、
労
働
者
は
真
実

か
つ
重
大
な
事
由
の
な
い
解
雇
で
あ
る
と
し
て
種
々
の
手
当
の
支
払
い
を
請
求
し
た
。
二

O
O
二
年
六
月
一
八
日
破
段
院
社
会
部
判
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L
二
二
ア
二
八
ー
一
は
、
出
産
休
暇
終
了
後
に
育
児
親
休
暇
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
労
働
者
に
対
し
て
出
産
休
暇
終
了
前
一

か
月
ま
で
に
使
用
者
へ
の
通
知
を
義
務
づ
け
て
い
る
が
、
条
文
は
当
該
通
知
期
間
の
不
遵
守
を
、
請
求
の
不
受
理
に
よ
っ
て
制
裁
す

る
こ
と
を
規
定
し
て
い
な
い
と
し
、
本
件
解
雇
に
は
真
実
か
つ
重
大
な
事
由
は
な
い
と
判
断
し
た
。

B
事
件
に
お
い
て
も
、
破
段
院

社
会
部
は
、
手
続
き
の
不
道
守
は
育
児
親
休
暇
の
請
求
の
不
受
理
を
法
的
に
正
当
化
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

102 

決
は
、
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育
児
親
休
暇
規
定
の
法
的
性
質

育
児
親
休
暇
規
定
は
、
社
会
的
な
公
序
を
形
成
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

L
一
二
二
二
九
は
、
育
児
親
休
暇
規
定
に
反
す
る

3 
約
定
（
8
雪

g
g
D）
を
無
効
と
規
定
し
て
い
る
が
、
下
回
る
約
定
の
み
が
無
効
と
な
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

C
事
件
で
は
、
一
九
九

O
年
六
月
一
一
一
日
に
解
雇
さ
れ
た
労
働
者
が
、
解
雇
手
当
（
＝

E
S
E芯
母
－
R
8
3
5
8
H）
の
計
算
額
と

方
法
が
正
し
く
な
い
と
訴
え
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
使
用
者
は
、
労
働
協
約
で
定
め
る
よ
う
に
育
児
親
休
暇
の
全
期
間
を
解
雇
手
当

の
計
算
に
全
期
間
算
入
す
る
こ
と
は
、

L
三
二
了
二
八
ー
六
の
規
定
に
反
す
る
約
定
で
あ
り
、

L
二
三
了
二
九
に
よ
り
無
効
と
な

る
と
主
張
し
た
。

一
九
九
四
年
一

O
月
一
一
日
破
段
院
社
会
部
判
決
は
、

約
定
の
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
と
判
断
し
て
い
る
。

L
二
二
了
二
九
は
、
育
児
親
休
暇
規
定
よ
り
も
不
利
な

パ
ー
ト
就
労
へ
の
転
換

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
パ
ー
ト
就
労
に
関
し
て
は
、
使
用
者
の
発
意
に
よ
る
も
の
と
労
働
者
の
発
意
に
よ
る
も
の

5
8
5官
官
邑
巴

S
S
F
。
三
ぷ
皇
室
g
e
BかO
O
Z
E

－B
か
）
が
あ
る
。
選
択
的
パ

l
ト
就
労
の
措
置
は
、
企
業
に
お
け
る
年
次
義
務
的
団
体
交
渉
の
テ

ー
マ
で
あ
る
。
労
働
協
定
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
手
続
き
な
ど
が
規
定
さ
れ
る
。
労
働
協
定
が
な
い
時
は
、
労
働
法
典
に
定
め
る
手
続

一
般
的
に
は
、
労
働
者
の
職
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
提
供
し
う
る
仕
事
が
な

4 
き
に
よ
っ
て
、
労
働
者
は
請
求
す
る
こ
と
に
な
る
。



い
場
合
及
び
企
業
の
生
産
や
良
好
な
経
営
に
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
し
う
る
場
合
に
、
使
用
者
は
拒
否
で
き
る
が
、
そ
の
他
の
理
由

で
の
拒
否
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
育
児
の
た
め
の
パ

l
ト
就
労
の
場
合
は
、
最
初
の
取
得
の
際
で
あ
っ
て
も
延
長
の
際
で
あ
っ
て
も
、
パ
ー
ト
就
労
へ
の

転
換
を
請
求
す
る
こ
と
は
労
働
者
の
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
、
パ
ー
ト
就
労
自
体
を
使
用
者
は
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

育
児
の
た
め
の
パ

l
ト
就
労
は
、

L
二
三
了
二
八
ー
一
に
定
め
る
よ
う
に
、
最
低
一
六
時
間
以
上
で
、
か
つ
最
大
限
当
該
事
業
所

に
適
用
さ
れ
る
労
働
時
間
の
五
分
の
固
ま
で
の
労
働
時
間
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
週
三
五
時
間
の
企
業
で
あ
れ

ば
、
育
児
の
た
め
の
パ

l
ト
就
労
は
、
最
低
一
六
時
間
以
上
最
大
限
二
八
時
間
ま
で
の
労
働
時
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
パ

l
ト
就
労
の
時
間
編
成
は
誰
が
決
め
る
の
か
。

D
事
件
で
は
、

次
有
給
休
暇
を
取
得
し
、

一
九
九
九
年
四
月
一
四
日
か
ら
出
産
休
暇
、
そ
の
後
年

フランスの育児親休暇の権利性（神尾真知子）

一
九
九
九
年
六
月
一
五
日
の
手
紙
で
、
育
児
の
た
め
の
パ

l
ト
就
労
を
希
望
し
た
労
働
者
は
、
新
た
な
労

働
時
間
制
を
提
案
し
た
。
使
用
者
は
、
パ
ー
ト
就
労
は
受
け
入
れ
た
が
、
労
働
者
の
提
案
と
は
異
な
る
労
働
時
間
制
を
提
案
し
た
の

に
対
し
て
、
労
働
者
は
そ
れ
に
従
っ
て
出
勤
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
重
い
非
行
を
理
由
に
解
雇
と
な
っ
た
。
二

O
O
二
年
六
月
四

日
破
段
院
社
会
部
判
決
は
、
労
使
間
で
合
意
に
至
ら
な
い
時
は
使
用
者
の
経
営
指
揮
権
限
（
－

3
。
5
8
ι
5
2
5ロ
）
に
属
す
る
と
判

断
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
二

O
O
三
年
四
月
一
日
破
段
院
社
会
部
判
決
は
、
使
用
者
の
提
案
が
、
絶
対
的
な
家
族
の
義
務
（
。

E
g
g
s

p
B
E
5
5志
5
5
2）
に
反
す
る
場
合
は
、
使
用
者
に
よ
る
労
働
時
間
の
提
案
を
拒
否
す
る
こ
と
は
重
い
非
行
を
構
成
し
な
い
と

解
し
て
い
る
。

職
場
復
帰

育
児
親
休
暇
や
パ

l
ト
就
労
し
て
い
た
労
働
者
か
ら
の
職
場
復
帰
の
請
求
に
対
し
て
は
、

5 

ー
で
述
べ
た
よ
う
に
、
使
用
者
は
受
け
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入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

E
事
件
で
は
、

一
九
七

O
年
二
月
一
八
日
に
採
用
さ
れ
た
労
働
者
が
、

一
九
八
四
年
四
月
一
八
日
か
ら
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一
九
八
七
年
三
月
三
二
日
ま
で
育
児
親
休
暇
を
取
得
し
た
。
使
用
者
は
、
人
員
を
二

O
%削
減
す
る
た
め
直
ち
に
労
働
者
を
再
雇
用

で
き
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
一
九
八
七
年
二
月
二
七
日
の
手
紙
で
は
労
働
者
の
再
雇
用
を
拒
否
す
る
と
は
明
確
に
い
っ
て
お
ら
ず
、

企
業
の
再
編
成
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
就
労
の
再
開
に
単
に
猶
予
を
つ
け
た
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
の
後
、
使

用
者
は
、
一
九
八
七
年
六
月
一
一
日
の
手
紙
で
、
同
年
六
月
一
五
日
か
ら
の
職
場
復
帰
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
会
社
は
、
三
年
間
の
育
児
親
休
暇
終
了
時
に
労
働
者
の
再
雇
用
を
拒
否
し
て
い
な
い
し
、
労
働
契
約
を
終
了
し
よ
う
と
し

一
九
九
二
年
一

O
月
七
日
破
段
院
社
会
部
判
決
は
、

L
二
コ
ア
二
八
ー
三
は
、
労
働
者
は
請
求
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て
い
る
の
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。

を
し
た
時
か
ら
最
長
一
か
月
以
内
に
原
職
又
は
同
種
の
職
に
復
帰
で
き
る
と
規
定
し
て
お
り
、
本
件
の
使
用
者
は
、

L
一
二
二
二

八
ー
三
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
義
務
を
果
た
し
て
い
な
い
と
し
た
。

L
二
二
ア
二
八
ー
三
は
、
使
用
者
に
、
労
働
者
を
ま
ず
原
職
に
復
帰
さ
せ
る
よ
う
に
し
、
そ
れ
が
で
き
な
い
時
に
の
み
同
種
の
職

に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
を
法
的
に
求
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
同
条
に
「
又
は
そ
れ
が
欠
け
る
時
」
と
い
う
文
言
が
な
い
こ
と
か
ら
、

同
種
の
職
の
提
案
は
、
原
職
の
消
滅
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
解
さ
れ
ず
、
使
用
者
は
、
経
営
指
揮
権
及
び
企
業
の
利
益
に
従
っ

て
、
存
在
す
る
場
合
は
原
職
、
又
は
同
種
の
職
に
就
か
せ
る
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
見
解
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一

九
九
三
年
一

O
月
二
七
日
破
段
院
社
会
部
判
決
は
、
育
児
親
休
暇
の
終
了
時
に
労
働
者
に
同
種
の
職
を
提
案
で
き
る
の
は
、
原
職
が

も
は
や
空
い
て
い
な
い
場
合
の
み
で
あ
る
と
し
、
職
場
復
帰
に
お
い
て
は
原
職
復
帰
が
原
則
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の

こ
と
が
問
題
と
な
っ
た

F
事
件
で
は
、
労
働
者
が
育
児
親
休
暇
終
了
時
に
原
職
へ
の
復
職
を
請
求
し
た
の
に
対
し
て
、
使
用
者
は
別

の
二
つ
の
職
を
提
案
し
、
そ
の
提
案
を
拒
否
し
た
労
働
者
は
解
雇
さ
れ
た
が
、
労
働
者
の
原
職
に
は
、
臨
時
の
研
修
生
が
就
労
し
て

お
り
、
使
用
者
は
原
職
の
ポ
ス
ト
の
提
供
が
可
能
だ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
「
同
種
の
職
」
と
は
ど
の
よ
う
な
職
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
同
種
の
職
の
観
念
は
、
労
働
契
約
に
対
す
る
変
更

（E
a
5
2
5ロ
∞
）
か
ら
判
断
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
質
的
変
更
（
目
。
島
問
。
邑
g
g
g
S
E
E
－o）
が
な
け
れ
ば
、
同
種
の
職
で
あ
る
。



実
質
的
な
変
更
と
い
う
の
は
、
契
約
の
本
質
と
し
て
考
え
ら
れ
る
要
素
に
影
響
を
与
え
る
変
更
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
次
の
よ
う

な
場
合
が
契
約
の
実
質
的
変
更
と
考
え
ら
れ
る
。

G
事
件
で
は
、
セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
担
当
の
会
計
係
だ
っ
た
労
働
者
が
、

フランスの育児親休暇の権利性（神尾真知子）

一
九
九

O
年
一

O
月
二
九
日
に
陳
列
ケ
l
ス
担
当
の
会
計

係
と
し
て
週
二
五
時
間
の
契
約
を
使
用
者
と
結
ん
だ
。
一
九
九
二
年
一
一
月
五
日
か
ら
一
九
九
三
年
一
一
月
四
日
ま
で
の
育
児
親
休

暇
を
取
っ
た
労
働
者
が
、
育
児
親
休
暇
の
終
了
時
に
使
用
者
が
提
案
し
た
新
し
い
時
間
制
で
あ
る
陳
列
ケ
l
ス
担
当
の
ポ
ス
ト
で
復

職
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
た
め
に
解
雇
さ
れ
た
。
使
用
者
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
使
用
者
は
、
経
営
指
揮
権
の
範
囲
内
で
労
働

者
の
労
働
条
件
を
変
更
で
き
、
ま
た
、
企
業
の
必
要
性
に
応
じ
て
、
配
置
や
労
働
時
間
制
を
変
更
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
提
案
し

た
陳
列
ケ
l
ス
担
当
は
、
時
間
制
は
異
な
る
が
報
酬
は
同
じ
で
あ
る
の
で
、
労
働
条
件
の
単
な
る
変
更
で
あ
り
、
労
働
者
は
、
受
け

入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
控
訴
院
は
、
こ
の
変
更
を
契
約
の
実
質
的
な
条
件
の
変
更
に
あ
た
り
、
使
用
者
の
提
案
し
た
職
は
原
職

と
同
種
の
職
で
は
な
い
と
判
断
し
た
。
す
な
わ
ち
、
控
訴
院
は
、
労
働
者
は
主
と
し
て
（
除
去

B
Eロ
喜
色
）
会
計
係
の
職
務
を
し
て

い
た
が
、
使
用
者
の
提
案
し
た
新
し
い
職
は
、
会
計
の
仕
事
を
除
く
陳
列
ケ
i
ス
担
当
で
あ
る
点
で
、
同
種
の
職
で
は
な
い
と
判
断

し
た
の
で
あ
る
。
二

O
O
二
年
三
月
二
一
日
破
段
院
社
会
部
判
決
は
、
控
訴
院
の
判
断
を
認
容
し
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
使
用
者
の

提
案
し
た
新
し
い
職
は
、
職
務
（
陳
列
ケ
l
ス
担
当
の
会
計
係
か
ら
陳
列
ケ
1
ス
担
当
）
及
び
労
働
時
間
制
（
週
二
五
時
間
か
ら
新
し
い

時
間
制
）
と
い
う
二
つ
の
点
で
労
働
契
約
の
本
質
的
な
要
素
の
変
更
が
あ
っ
た
。
職
務
に
関
し
て
は
、
「
主
と
し
て
」
行
っ
て
い
る

職
務
か
ど
う
か
が
同
種
の
職
務
の
判
断
基
準
と
な
る
。
な
お
、
付
随
的
な
職
務
の
変
更
は
可
能
で
あ
る
。

H
事
件
で
は
、
当
初
付
添
い
人
と
し
て
病
院
に
採
用
さ
れ
た
が
、
現
在
は
リ
ネ
ン
係
を
し
て
い
る
労
働
者
が
、
一
九
九

O
年
か
ら

一
九
九
二
年
に
か
け
て
育
児
親
休
暇
を
取
得
し
た
が
、
そ
の
終
了
時
に
、
使
用
者
は
付
添
い
人
の
職
に
配
置
し
た
。
そ
の
よ
う
な
配

置
を
拒
否
し
た
労
働
者
が
解
雇
さ
れ
た
。
二

O
O
二
年
三
月
二
六
日
破
段
院
社
会
部
判
決
は
、
労
働
者
は
、
育
児
親
休
暇
開
始
前
に

就
い
て
い
た
職
（
H

リ
ネ
ン
係
）
と
同
じ
又
は
同
等
の
職
に
復
職
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
。
育
児
親
休
暇
前
に
実
際
に

10う



公法E

就
い
て
い
た
職
と
同
種
か
が
問
題
と
さ
れ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
育
児
親
休
暇
が
原
則
と
し
て
労
働
者
の
職
に
い
か
な
る
影
響
も
与

え
な
い
こ
と
を
保
障
す
る
（
L
コ
コ
ア
二
八
ー
三
の
立
法
趣
旨
）
か
ら
妥
当
で
あ
る
。
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（
叩
）
∞
2
E
N
C
C∞ゅ
E

E

Z

S

E叶
H
O
S
E室
内
田
日
目
当
買

3
・】∞∞

t
s
（B
E
C
Z
Z
E
Z
Q∞
目
白
雪
芦
屋
∞
）

（
日
）
円
。
日
号
の
曲
目
器
位
。
ロ
岳
民
国
σ古
田

R
E
P
－NEmwaMOOM
（事ム凶凶。－）・

（ロ）

L
二
コ
ア
二
八
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
「
子
ど
も
を
育
て
る
た
め
に
、
労
働
者
は
、
少
な
く
と
も
一
五
日
前
ま
で
に
受
取
証
っ
き
書

留
郵
便
で
使
用
者
に
通
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

L
コ
コ
ア
二
八
ー
六
に
定
め
る
出
産
休
暇
又
は
養
子
休
暇
の
終
了
時
に
、
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ

て
は
子
ど
も
の
誕
生
又
は
家
庭
へ
の
引
き
取
り
か
ら
二
か
月
後
に
、
予
告
期
間
を
置
く
こ
と
な
く
、
ま
た
こ
の
こ
と
に
よ
る
解
約
手
当
を
払
う
こ
と

な
く
、
労
働
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
労
働
者
は
、
当
該
労
働
契
約
の
解
消
に
続
く
年
の
聞
は
、
同
じ
形
式
で
再
雇
用
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
使
用
者
は
、
一
年
間
は
、
当
該
労
働
者
が
そ
の
資
格
か
ら
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
職
に
優
先
的
に
雇
用
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
再
雇
用
の
場
合
に
は
離
職
の
時
に
取
得
し
て
い
た
全
て
の
特
典
の
事
受
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

（
日
）
』
0
8
5
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さ
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ロ
∞
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謁
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目
白
立
。
P
N。。ム）

育
児
の
た
め
の
パ

l
ト
就
労
の
場
合
の
労
働
時
間
の
最
高
限
度
（
当
該
事
業
所
の
労
働
時
間
の
五
分
の
四
以
内
）
と
就
業
自
由
選
択
補
足
手
当

の
受
給
要
件
（
企
業
の
所
定
労
働
時
間
の
八

O
%
以
内
）
は
、
一
致
し
て
い
る
。
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向
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フランスの育児親休暇の権利性（神尾真知子）

四

お
わ
り
に

日
本
の
育
児
・
介
護
休
業
法
は
、
た
と
え
就
業
規
則
等
に
定
め
が
な
く
と
も
、
直
接
労
働
者
に
育
児
休
業
を
す
る
民
事
的
な
権
利

を
与
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
者
は
、
事
業
主
に
対
し
て
育
児
休
業
を
す
る
権
利
を
請
求
で
き
、
労
働
者
の
労
務
提
供
義
務

及
び
事
業
主
の
賃
金
支
払
義
務
は
請
求
に
よ
り
消
滅
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
育
児
・
介
護
休
業
法
の
大
部
分
は
、
事
業
主
に
対
す

る
公
法
上
の
義
務
と
し
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
法
的
な
実
効
性
確
保
は
、
主
に
厚
生
労
働
大
臣
（
実
際
は
都
道
府
県
労
働
局
長
）
に
よ

る
助
言
・
指
導
・
勧
告
に
よ
っ
て
い
る
。
育
児
・
介
護
休
業
法
は
、
育
児
休
業
制
度
の
最
低
限
の
大
枠
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
の
で
、

実
際
に
利
用
す
る
際
に
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
は
定
め
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
。
そ
の
よ
う
な
事
柄
は
、
労
使
自

治
に
よ
っ
て
決
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
日
本
の
労
働
組
合
の
推
定
組
織
率
は
、
一
八
・
一
%
に
な
っ
て
お
り
（
二

0
0

七
年
）
、
多
く
の
場
合
、
法
の
定
め
て
い
な
い
こ
と
や
育
児
休
業
を
実
際
に
取
る
場
合
に
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
事
柄
を
労
使
間
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で
話
し
合
い
、
決
め
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
。
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フ
ラ
ン
ス
の
育
児
親
休
暇
の
法
的
な
実
効
性
確
保
は
、
日
本
の
よ
う
に
行
政
指
導
に
よ
っ
て
は
い
な
い
。

の
義
務
違
反
に
対
し
て
は
、
刑
事
罰
を
使
用
者
に
科
す
こ
と
に
よ
っ
て
実
効
性
を
は
か
つ
て
い
る
。
使
用
者
の
育
児
親
休
暇
規
定
違

反
の
民
事
的
な
責
任
は
、
裁
判
に
お
い
て
、
解
雇
に
真
実
か
つ
重
大
な
事
由
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
労
働
者
に
重
い
非
行
が
あ
っ

た
の
か
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
問
題
と
さ
れ
る
。

一
定
の
規
定
の
公
法
上

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
労
働
法
典
に
定
め
る
大
枠
の
下
で
定
め
て
い
な
い
事
柄
を
労
使
で
話
し
合
い
決
定
す
る
仕
組
み

と
し
て
団
体
交
渉
と
労
働
協
約
が
機
能
し
て
い
る
。
選
択
的
パ

l
ト
就
労
の
措
置
が
企
業
に
お
け
る
年
次
義
務
的
団
交
事
項
に
な
っ

ま
』
デ
た
、

て
い
る
の
で
、
育
児
の
た
め
の
パ

l
ト
就
労
の
措
置
に
つ
い
て
も
企
業
レ
ベ
ル
で
話
し
合
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
労
働
組
合
の
な
い

中
小
企
業
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
多
い
が
、
部
門
レ
ベ
ル
の
労
働
協
約
の
拡
張
適
用
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
企
業
に
対
し
て
も

パ
l
ト
就
労
の
協
約
上
の
規
定
の
適
用
が
可
能
で
あ
る
。

二
O
O
八
年
七
月
一
日
に
公
表
さ
れ
た
厚
生
労
働
省
の
「
今
後
の
仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
」
（
「
一

は
じ
め
に
」
参
照
）
で
提
言
さ
れ
て
い
た
育
児
・
介
護
休
業
法
の
見
直
し
の
議
題
は
、
八
月
二
七
日
開
催
の
第
八
二
回
労
働
政
策
審

議
会
雇
用
均
等
分
科
会
に
提
案
さ
れ
た
。
そ
の
折
に
配
布
さ
れ
た
検
討
項
目
案
に
よ
る
と
、
報
告
書
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
た
短
時
間

勤
務
制
の
導
入
は
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
、
短
時
間
勤
務
制
の
導
入
が
議
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
。
推
測
に
よ
る
し
か
な
い

が
、
全
日
休
暇
型
の
育
児
休
業
制
度
で
あ
れ
ば
制
度
と
し
て
明
確
で
あ
り
一
律
に
導
入
で
き
る
が
、
短
時
間
勤
務
制
は
多
様
な
形
が

考
え
ら
れ
、
企
業
の
事
情
や
労
働
者
の
働
き
方
な
ど
の
様
々
な
要
因
を
配
慮
し
な
い
と
導
入
す
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
。
フ
ラ
ン
ス

の
よ
う
に
、
団
体
交
渉
や
労
働
協
約
と
い
う
、
企
業
レ
ベ
ル
に
制
度
を
落
と
し
込
む
仕
組
み
が
弱
い
日
本
で
は
、
立
法
的
に
困
難
と

厚
生
労
働
省
が
考
え
た
の
で
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
せ
め
て
、
短
時
間
勤
務
制
を
事
業
主
の
単
独
の
措
置
義
務
と
規
定

す
る
こ
と
は
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。



〈
資
料
》

フ
ラ
ン
ス
労
働
法
典

L
一
二
一
一
ー
二
八
ー
一

L
二
ゴ
了
二
六
又
は
労
働
協
約
・
協
定
に
定
め
ら
れ
た
出
産
休
暇
又
は
養
子
休
暇
の
終
了
に
続
く
期
間
、
子
ど
も
の
誕
生
又
は
義
務
教

育
終
了
前
の
養
子
の
家
庭
へ
の
引
き
取
り
又
は
養
子
の
た
め
の
委
託
の
時
に
、

一
年
間
の
最
低
勤
続
年
数
を
満
た
す
全
て
の
労
働
者
は
、
労

働
契
約
が
停
止
す
る
育
児
親
休
暇
、
又
は
週
一
六
時
間
を
下
回
る
こ
と
な
く
労
働
時
間
を
短
縮
す
る
権
利
を
有
す
る
。

育
児
親
休
暇
及
び
パ

l
ト
就
労
期
間
は
、
最
長
子
ど
も
の
三
歳
の
誕
生
日
で
終
了
す
る
。
三
歳
未
満
の
養
子
の
場
合
は
、
子
ど
も
の
家
庭

へ
の
引
き
取
り
か
ら
三
年
間
で
終
了
す
る
。
育
児
親
休
暇
及
び
パ

l
ト
就
労
期
間
は
、
最
初
は
最
大
一
年
間
で
あ
る
。
期
間
は
、
開
始
日
に

フランスの育児親休暇の権利性（神尾真知子）

か
か
わ
り
な
く
、
上
記
に
定
め
ら
れ
た
期
間
の
終
了
に
あ
た
り
、
最
大
遅
く
終
了
す
る
た
め
に
は
、
二
回
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

可
能
性
は
、
父
親
及
び
母
親
、
養
親
に
聞
か
れ
て
い
る
。

養
子
又
は
養
子
と
し
て
委
託
さ
れ
た
子
ど
も
が
三
歳
以
上
で
義
務
教
育
年
齢
に
達
し
て
い
な
い
場
合
は
、
育
児
親
休
暇
及
び
パ

l
ト
就
労

期
間
は
、
家
庭
へ
の
引
き
取
り
か
ら
一
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
デ
ク
レ
の
定
め
る
様
式
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
重
大
な
疾
病
・
事
故
・
障
碍
の
子
ど
も
の
場
合
、
育
児
親
休
暇
及

び
パ

l
ト
就
労
期
間
は
、
開
始
日
が
い
つ
で
あ
れ
、
前
項
に
定
め
る
制
限
日
の
後
一
年
間
さ
ら
に
遅
く
終
了
す
る
。

労
働
者
は
、
受
取
証
っ
き
書
留
郵
便
又
は
本
人
受
取
配
達
郵
便
で
、
使
用
者
に
、
本
条
の
一
項
の
規
定
を
享
受
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
期

聞
の
開
始
日
及
び
期
間
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
期
間
が
出
産
休
暇
又
は
養
子
休
暇
に
続
く
時
は
、
労
働
者
は
、
受
取
証
っ
き
書
留
郵
便
で
、
上
記
休
暇
の
終
了
前
少
な
く
と
も
一
か
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月
前
に
使
用
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
の
場
合
は
、
育
児
親
休
暇
又
は
パ

l
ト
就
労
期
間
の
開
始
前
少
な
く
と
も
二
か
月
前
に



使
用
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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労
働
者
は
、
育
児
親
休
暇
又
は
パ

l
ト
就
労
期
間
の
延
長
を
請
求
す
る
時
、
定
め
ら
れ
た
最
初
の
期
間
の
前
の
少
な
く
と
も
一
か
月
前
に

慶醸の法律学

使
用
者
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
育
児
親
休
暇
か
ら
パ

l
ト
就
労
期
間
へ
、
あ
る
い
は
パ

l
ト
就
労
期
聞
か
ら

育
児
親
休
暇
へ
の
変
更
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
パ

l
ト
就
労
期
間
の
間
又
は
上
記
期
間
の
延
長
の
際
に
、
使
用

者
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
又
は
労
働
協
約
・
協
定
が
明
確
に
そ
の
こ
と
を
規
定
し
て
い
な
け
れ
ば
、
労
働
者
は
最
初
の
選
択
し
た
労
働
時
間

を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

L
一
二
二
二
八
二

子
ど
も
の
死
亡
又
は
世
帯
収
入
の
重
大
な
減
少
の
場
合
は
、

育
児
親
休
暇
中
の
労
働
者
は
、
当
初
の
労
働
契
約
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
時
間
を
上
限
に
、
当
初
の
就
労
又
は
パ

1
ト
就
労
を
行
う

権
利
を
有
す
る
。

2 

子
ど
も
を
育
て
る
た
め
に
パ

l
ト
で
働
く
労
働
者
は
、
当
初
の
就
労
に
復
帰
す
る
権
利
を
有
し
、
使
用
者
の
同
意
が
あ
れ
ば
、
時
間

を
変
更
で
き
る
。

労
働
者
は
、
本
条
の
規
定
を
享
受
し
よ
う
と
す
る
日
よ
り
も
少
な
く
と
も
一
か
月
前
ま
で
に
、
受
取
証
っ
き
書
留
郵
便
で
、
使
用
者
に
理

由
を
述
べ
た
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

L
二
三
了
二
八
三

育
児
親
休
暇
又
は
パ

l
ト
就
労
期
間
の
終
わ
り
に
、
あ
る
い
は
L
二
コ
ア
二
八
二
に
定
め
る
当
初
の
就
労
の
再
開
の
理
由
の
あ
る
請
求

に
続
く
月
に
お
い
て
、
労
働
者
は
、
原
職
又
は
少
な
く
と
も
同
等
の
報
酬
を
伴
う
同
種
の
仕
事
に
復
帰
す
る
。

L
コ
コ
ア
二
八
ー
四

一
九
九
四
年
七
月
二
五
日
法
に
よ
り
削
除



L
＝
コ
ア
二
八
ー
五

育
児
親
休
暇
を
取
る
労
働
者
又
は
子
ど
も
を
育
て
る
た
め
に
パ

l
ト
就
労
す
る
労
働
者
は
、
家
族
・
社
会
福
祉
法
典
L
四
一
二
ー
一
か
ら

L
四
一
三
了
四
に
定
め
る
保
育
マ
マ
の
就
労
以
外
の
い
か
な
る
職
業
活
動
も
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

L
一
一
二
一
二
八
ー
六

L
一
二
二
二
八
ー
一
の
一
項
に
定
め
る
育
児
親
休
暇
の
期
間
及
び

L
二
コ
ア
二
八
ー
九
の
一
項
に
定
め
る
親
つ
き
そ
い
休
暇
期
間
は
、
勤

続
年
数
に
関
連
す
る
特
典
に
お
い
て
半
分
は
計
算
に
入
れ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
労
働
者
は
、
こ
の
休
暇
の
期
間
前
に
得
て
い
た
全
て
の
特
典

の
享
受
を
維
持
す
る
。

L
二
コ
ア
二
八
ー
七

L
一
一
一
一
一
二
八
の
適
用
に
よ
っ
て
企
業
に
再
雇
用
さ
れ
た
労
働
者
及
び

L
二
一
一
丁
二
八
1

一
に
定
め
る
育
児
親
休
暇
又
は
子
ど
も
を
育

て
る
た
め
の
パ

l
ト
就
労
の
終
了
時
に
就
労
を
再
開
し
た
労
働
者
は
、
特
に
技
術
又
は
労
働
の
手
順
に
変
化
が
あ
っ
た
場
合
、
職
業
教
育
活

フランスの育児親休暇の権利性（神尾真知子）

動
の
権
利
を
享
受
す
る
。

同
様
に
、
労
働
者
は
、

L
一
二
二
二
八
ー
一
の
規
定
を
享
受
す
る
こ
と
を
望
む
期
間
の
終
了
前
に
、
こ
の
権
利
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
、
育
児
親
休
暇
又
は
子
ど
も
を
育
て
る
た
め
の
パ

l
ト
就
労
は
終
了
す
る
。

労
働
者
は
、

L
一
二
一
一
一
一
八
ー
一
の
規
定
を
事
受
す
る
期
間
、

L
九

O
O
二
に
定
め
る
タ
イ
プ
の
職
業
活
動
を
、
発
意
で
行
う
権
利
を

有
す
る
。
こ
の
場
合
、
報
酬
は
な
い
が
、
職
業
教
育
の
研
修
生
の
た
め
の

L
九
六
二
四
に
規
定
す
る
勤
続
年
数
の
条
件
に
お
い
て
、

L
九

0
0
二
に
定
め
る
専
門
能
力
診
断
の
権
利
を
事
受
す
る
。

本
条
が
対
象
と
す
る
労
働
者
は
、
労
働
法
典
L
九
三

O
l
一
に
定
め
る
職
業
休
暇
を
同
時
に
享
受
で
き
る
労
働
者
の
一

O
O分
の
二
の
中

に
数
え
な
い
。
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L
一
二
二
二
八
一
に
定
め
る
休
暇
の
終
了
の
際
に
就
労
を
再
開
す
る
労
働
者
は
、
職
業
上
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
に
、
使
用



者
と
面
接
す
る
権
利
を
有
す
る
。
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L
一
二
二
九
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L
二
二
了
二
五
か
ら

L
一
二
二
ー
三
一
ま
で
の
規
定
に
反
す
る
全
て
の
約
定
は
無
効
で
あ
る
。

L
三
二
了
三

O

使
用
者
が

L
二
三
了
二
五
か
ら

L
二
三
一
l
二
八
ー
一

O
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
は
、
解
雇
手
当
に
加
え
て
、
権
利
者
の
た
め
に
損
害

賠
償
の
余
地
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
前
述
の
規
定
の
適
用
に
よ
っ
て
、
解
雇
が
無
効
と
な
る
場
合
、
使
用
者
は
無
効
と
な
っ
た
期
間
受
け
取
っ
た
で
あ
ろ
う
賃
金
額

を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

R
一
五
二
ー
三

L
一
二
二
三

O
第
一
項
の
適
用
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
使
用
者
が

L
二
三
了
二
五
か
ら

L
三
コ
ア
二
八
l
四
及
び

R
コ
コ
ア
九
か
ら

R
一
一
一
一
一
ー
一
一
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
、
初
犯
及
び
再
犯
に
お
い
て
、
第
五
級
の
違
警
罪
に
対
す
る
罰
金
を
科
す
る
。

刑
法
典
二
三
ー
一
三

違
警
罪
を
構
成
し
、
法
律
が
罰
金
を
科
す
る
違
反
は
、
三

O
O
O
ユ
l
ロ
を
超
え
な
い
。

五

第
五
級
の
違
警
罪
に
対
し
て
一
五

O
O
ユ
l
ロ
以
下
。

違
警
罪
の
再
犯
が
軽
罪
を
構
成
す
る
と
法
律
が
規
定
す
る
場
合
以
外
で
、
規
定
が
そ
の
よ
う
に
定
め
る
時
、
最
高
三

0
0
0
ユ
l
ロ
ま
で

科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
研
究
は
、
日
本
大
学
平
成
一
九
年
度
学
術
研
究
助
成
金
（
一
般
研
究
・
個
人
）
を
受
け
た
。


